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北谷町における宿泊税の概要は、以下の表のとおりです。

項目 内容

課税開始時期
令和９年２月１日
※ 令和９年１月31日から翌２月１日にかけて行われる宿泊は課税対象外となります。
※ 課税開始日よりも前に予約があった場合でも宿泊税が課税される場合があります。

課税客体 旅館、ホテル、簡易宿所、民泊の施設における宿泊行為

納税義務者 宿泊者

税額
１人１泊当たりの宿泊料金に定率２％（上限2,000円）

※町税１.２％（上限1,200円）、県税0.８％（上限800円）の計２％

課税免除

以下のいずれかに該当する宿泊には課税しません。 ※詳細はP24～28をご確認ください。

・学校の教育活動に伴う宿泊（修学旅行、部活動等）

・スポーツ大会、文化大会への参加に伴う宿泊（地域クラブ等）

・外国大使等の任務遂行に伴う宿泊

徴収方法
宿泊者(納税義務者)から宿泊事業者(特別徴収義務者)が宿泊税を徴収し、北谷町へ納入する方法(特別徴収)

※ただし、宿泊事業者と旅行会社の間で合意の下、旅行会社側で徴収、事前決済とすることも可能です。

申告・納入方法
原則、１か月ごとに申告と納入をする必要があります

※ 一定要件を満たす場合は３か月ごとの申告・納入とする特例があります。

報償金 徴収した税額の２.５％ ※導入から５年間は３.０％

その他
税導入に伴う宿泊施設のシステム改修費を補助する予定（補助率10/10、１施設上限200万円）

※沖縄県システム改修等補助金事業 詳しくは沖縄県ホームページをご確認ください。
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（１）宿泊税導入の目的
宿泊税は、北谷町内のホテルや民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税する「法定外目的税」です。
北谷町において、オーバーツーリズム対策や魅力の更なる向上等に取り組むことにより、持続可能な観光地として観光
競争力の維持・向上を図ることを目的に導入します。

（２）宿泊税の使途
宿泊税は、観光を取り巻く状況が絶えず変化していくことを踏まえ、毎年関係者と協議することを前提に以下の柱を設
定し、主に新規事業や拡充が必要とされる取り組みや納税者への還元に資する事業に活用し、持続可能な観光地
としての発展を目指します。

マーケティング基盤の整備

受入環境（体制）の整備

エリアの魅力創出

観光資源の保全

観光危機への対応

徴収に関するコスト

• デジタルマーケティング基盤の強化
• プロモーションの展開

• 二次交通（域内交通含む）の充実

• 閑散期対策としたイベントの開催

• 伝統文化の保全や発展
• 海域環境の保全

• 災害時への対応や減災対策、備蓄品の購入
• 旅行需要喚起策の展開

• 徴収に係るコスト全般

使途事業の柱 取り組みのイメージ ※決定事項ではありません。

6
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（３）宿泊税の徴収方法（特別徴収制度）
・宿泊税の納税義務者は、北谷町内の宿泊施設の宿泊者
・宿泊税は宿泊料金と合わせて宿泊施設で徴収され、北谷町に申告納入されます。
・この制度を「特別徴収制度」といいます。

宿泊施設
（特別徴収義務者）

宿泊者
（納税義務者）

北谷町税務課

宿泊料金と
宿泊税を支払い

徴収した宿泊税を
北谷町に納入

特別徴収義務者
・宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者
※上記以外に、「宿泊施設の徴収について便宜を有すると認められる方」が特別徴収義務者となることがあります。

宿泊施設の経営者と実質的な宿泊施設の経営者が異なる場合
委託契約等により宿泊施設経営の決定権が宿泊施設の経営者以外の方にある場合など
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（１）北谷町宿泊税の税率
北谷町の宿泊税の税率は、1人1泊につき２％となります。
なお、沖縄県宿泊税も併せて徴収していただき、まとめて北谷町に申告納入していただきます。
※沖縄県宿泊税は、北谷町が沖縄県へ払い込む流れとなります。

料金 税率
内訳

北谷町 沖縄県

1人1泊当たりの宿泊料金 ２％ 1.2% 0.8％

（２）課税対象となる宿泊料金
以下の通り、宿泊料金として課税対象となるものを整理しています。
※ 宿泊料金とは、食事代や消費税等を除いた素泊まり料金のことを言います。

宿泊料金に含まれるもの 宿泊料金に含まれないもの

• 清掃代
• 寝具使用料、寝具クリーニング代
• 入浴代
• 寝衣代
• サービス料、奉仕料 等

• 食事代、遊興費、会議室の利用等に係る料金

• 消費税、地方消費税、入湯税等の税

• 宿泊者が任意で支払ったチップ、祝儀金

• オプションとして支払った追加清掃代

• 損害賠償金 等
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（３）北谷町宿泊税の徴収
宿泊税の課税対象となる行為(課税客体)は宿泊施設への宿泊で、宿泊税を納める方(納税義務者)は宿泊者となりま

す。宿泊税は、課税開始日である令和９年２月１日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。

宿泊とは

寝具を使用して宿泊施設を利用することで、次の基準に基づいて課税対象となる宿泊かどうか判断します。

その利用行為が契約上、宿泊としての取扱いであるもの

上記以外の場合で、その利用行為が日をまたぐ6時間以上の利用であるもの

判断基準

本来の許可、届出を得ていない施設であっても、旅館業法での宿泊の定義に該当する場合は課税対象となります。
（以下の４項目をすべて満たすものです。）

※令和9年２月１日よりも前に予約があった場合でも、令和9年２月1日以降の宿泊には宿泊税が課税される場合があります。

宿泊料金を徴収している（名称は問わない）

社会性がある（不特定の者を宿泊させる場合、広告等により広く一般に募集を行っている場合など）

判断基準
反復継続性がある（宿泊募集を継続的に行っている場合など）

生活の本拠ではない
（使用期間が１カ月未満の場合、使用期限が１カ月以上であっても部屋の清掃や寝具類の提供等を施設提
供者が行う場合など）

宿泊者とは

宿泊者とは、宿泊施設から宿泊設備の提供を受け、その設備を利用して宿泊する者をいいます。宿泊料金を宿泊
者以外の第三者が負担した場合であっても、実際の宿泊者が納税義務者となります。

宿泊行為の定義
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（４）特別徴収事務の流れ

Step 1
特別徴収義務者

登録

Step 2
宿泊税の徴収

Step 3
宿泊税の
申告納入

• 町へ特別徴収義務者の登録申請を行っていただきます。

• 登録後、特別徴収義務者証の交付を行いますので、フロ
ント（宿泊者が見やすい箇所）に掲示お願いします。

＜添付書類＞
旅館営業許可証の写し、住宅宿泊事業に係る届
出番号等が確認できる書類の写し、登記事項証
明書（法人）、本人確認書類の写し（個人）
等

• 宿泊行為があった場合、宿泊者（納税義務者）から宿
泊料金と併せて宿泊税を徴収していただきます。

宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数等の帳簿を
備えてください。
※5年間保存

• 毎月末日までに、前月の初日から末日までの間の宿泊に
係る宿泊税について、申告納入を町へお願いします。

• 「宿泊税納入申告書」を提出し、「宿泊税納入書」により
徴収した宿泊税を納入します。

• 地方税ポータルシステム（eLTAX）での申告納入も可能
です。

＜例＞
令和9年3月申告分
（2月1日～2月28日宿泊分）

プロセス 内容 備考

令和9年2月1日宿泊税開始



３．特別徴収義務者の登録等

9

STEP1 北谷町宿泊税の特別徴収義務者の登録
北谷町内における宿泊施設の経営者は、宿泊税の特別徴収義務者としての登録が必要となります。
なお、登録は営業許可を受けた施設ごとに行っていただく必要があります。

特別徴収義務者と
しての登録

宿泊事業者は令和９年１月２７日までに宿泊施設ごとに特別徴収義務者の登録の手続きが
必要となります。（令和９年２月２日以降に経営を開始する場合は、開始５日前まで）
特別徴収義務者登録後、北谷町が「宿泊税特別徴収義務者証」(証票)を交付します。
※システム改修費用補助金の申請に際して、登録が必要条件となります。

特別徴収義務者登録に関する申請書類

提出書類

①宿泊税特別徴収義務者申請書（第２号様式）

（法人の場合）現在登記事項証明書

（旅館業の場合）旅館営業許可証の写し

（個人の場合）本人確認書類の写し（マイナンバーカード等）

（実質的な経営者が営業許可者等と異なる場合）
④ 実質的経営者である旨の申立書
⑤ 経営委託契約書等の写し

添
付
②

そ
の
他

添
付
③ （住宅宿泊事業の場合）届出番号及び建物の所在地が確認できる書類の写し
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STEP1 北谷町宿泊税の特別徴収義務者の登録

宿泊税特別徴収義務者申請書 実質的経営者である旨の申立書
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STEP1 北谷町宿泊税の特別徴収義務者の登録 証票の交付

・特別徴収義務としての登録後、「宿泊税特別徴収義務者証」が交
付されます。
・この証票は、フロント等宿泊者の見やすい箇所に掲示する必要があ
ります。
・証票を亡失し、又はき損したときは、「宿泊税特別徴収義務者証再
交付申請書」を提出し、再交付の申請を行ってください。
・経営の廃止等により特別徴収の義務が消滅した場合には、速やか
に証票を返還してください。

特別徴収義務者の登録事項の変更、宿泊施設の休止又は再開、
経営の廃止などの手続きは届出が必要です。
詳しくは「北谷町宿泊税特別徴収の手引き」をご参照ください。

※証票の掲示等については、条例により罰則が定められています。
証票の掲示義務等に違反した場合、1年以下の拘禁刑または50
万円以下の罰金が科せられることがあります。
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STEP2 北谷町宿泊税の徴収

①宿泊施設で宿泊料金
と併せて徴収

②宿泊料金は事前支払い
＋

宿泊施設で宿泊税のみ徴収

③宿泊料金
＋

宿泊税を事前支払い
（宿泊施設での支払い無し）

その他

✓ 上記②や③のとおり、宿泊税の徴収は事前決済時または当日現地でのお支払いについて宿泊施設がご都合の良
い方法を選択いただいて構いません。

✓ 宿泊税の徴収について、宿泊料金と分けて徴収するか、宿泊料金として含める形かは宿泊施設がご都合の良い方
法で選択いただいて構いません。ただし、宿泊税が含まれていることを宿泊者に対して分かるように表示してください。

✓ 旅行業者が旅行商品販売時に宿泊税相当分を預かり、宿泊事業者へ支払うことも可能です。
✓ パッケージ商品の代金に宿泊税を含める場合は、その旨を明記する必要があります。



４．宿泊税の徴収・申告納入

13

STEP2 北谷町宿泊税の徴収 宿泊の判断事例

Q

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

A

午前０時を超えてからチェックインした場合（宿泊者の到着が遅
れたことによりチェックインが予定日の翌日となった場合）

客室を日帰りで利用するデイユースの場合

休憩その他これに類する利用に係る契約の場合

キャンセルがあり、料金の支払いを受けた場合

宿泊料金を第三者が支払った場合、宿泊税は誰が負担すれば
いいですか。

幼児料金、子ども料金、ベビーベッド代等がかかる場合

その契約を宿泊契約として取り扱う場合は課税対象となり
ます。

課税対象ではありません。

日をまたぐ6時間以上の利用（連続した延長利用を含みま
す。）があった場合は、課税対象となります。
なお、契約上「宿泊」と「休憩」の区別がない場合は、「その
利用行為が日をまたぐ6時間以上の利用」があるかどうかで
宿泊の判断を行います。

宿泊行為がないため、課税対象となりません。

条例上、納税者の義務があるのは実際に宿泊した宿泊者
ですが、第三者が宿泊税を支払っても差し支えありません。

幼児、子ども、大人に関わらず宿泊税の課税対象となりま
すが、寝具の追加のない無料の添い寝利用などにより、宿
泊料金が発生しない場合は課税対象となりません。

Q

A

実際の宿泊を伴わない利用行為（キープルーム等）の場合

宿泊行為を伴わない場合契約の場合は、課税対象となり
ません。実際に宿泊行為があった場合、又は日をまたぐ6時
間の利用により宿泊行為があったとみなされる場合には課
税対象となります。この場合において、宿泊者数は宿泊施
設で把握する人数とします。
このときに宿泊料金は、宿泊日ごとに宿泊料金が明確なと
きはその金額を宿泊料金とします。

次頁を参照
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STEP2 北谷町宿泊税の徴収 宿泊の判断事例

※２泊目は宿泊行為がないため課税対象となりません。
※課税標準額｜千円未満切り捨て

宿泊者数
（A）

宿泊料金
（B）

宿泊料金/人
（B÷A）

宿泊税
（課税標準額×2%×課税対象人数）

1泊目 5人 50,000円 10,000円
1,000円

（10,000円×2%×5人）

2泊目 0人 50,000円 ー 0円

3泊目 4人 50,000円 12,500円
960円

（12,000円×2%×4人）

宿泊税 計 1,960円

例｜１室税抜き50,000円の部屋を３泊契約した場合
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STEP2 北谷町宿泊税の徴収 宿泊料金の判定の例

Q

A

各種宿泊プランの取扱い

宿泊に付随して提供される食事、宴会等の料金（以下「食事料金等」という。）が宿泊料金に
含まれている場合は、食事料金等に相当する金額を控除した金額を宿泊料金とします。
朝食無料サービス等、宿泊以外の利用行為を無料で提供する場合は、食事料金等に相当する
金額がないものとして、その料金全額を宿泊料金とします。

Q

A

１人当たりの料金が不明な場合

１室を単位として料金が設定されているなど１人当たりの宿泊料金が不明な場合は、１室１泊
当たりの宿泊料金の総額を宿泊人数で除した額を１人当たりの宿泊料金とします。
※計算事例については次ページをご覧ください。
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STEP2 北谷町宿泊税の徴収 宿泊料金の計算事例

＜留意点＞
• エキストラベッド等の有料の寝具の追加がある場合で、追加料金が特定の宿泊者に帰属しないときは、その追加料金を宿泊料金の

総額に加算します。
• 幼児・子どもの宿泊についても、宿泊料金を徴収されているのであれば課税対象となりますが、寝具の追加のない無料の添い寝利

用などにより、宿泊料金が発生しない場合は課税対象となりません。
• 宿泊料金の総額に幼児料金、子ども料金、ベビーベッド代その他の特定の宿泊者に帰属することが明らかな料金が含まれる場合は、

その金額を当該宿泊者の宿泊料金として別に取り扱い、宿泊料金の総額及び宿泊者の総数から除外します。
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STEP３ 申告納入 納入申告書の提出
特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則、翌月の末日までに、宿泊施
設ごとに、必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付のうえ、北谷町に提出し、併せてその税
額を「宿泊税納入書」により納入してください。

＜申告/納入の流れ＞

• ４月１日～30日の宿泊税 ⇒ 5月31日までに申告書並びに宿泊税納入書（及び納入）を提出

• ５月１日～31日の宿泊税 ⇒ 6月30日までに申告書並びに宿泊税納入書（及び納入）を提出

• ６月１日～30日の宿泊税 ⇒ 7月31日までに申告書並びに宿泊税納入書（及び納入）を提出

※月末が土曜日、日曜日または祝祭日に当たるときは、次の平日が申告期限になります。

※期限後に納入申告書を提出された場合、本来の税額のほか、加算金や延滞金が加算される場合があります。
※期限後に納入されると、延滞金がかかる場合があります。
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STEP３ 申告納入 納入申告書の様式

＜記入事項＞
• 申告期限までに「宿泊税納入申告書」に宿泊のあった月にお

ける宿泊税の課税対象となる宿泊料金、宿泊者数及び宿泊
税額を記入し、提出してください。

＜宿泊税納入申告書の提出方法(いずれかの方法で提出)＞
• 地方税ポータルシステム（eLTAX）による電子申告
• 北谷町税務課への郵便又は信書便で送付
• 北谷町税務課への窓口持参

＜注意点＞
• 課税対象外（課税免除等）の宿泊数も記入が必要です。
• 宿泊がない月（宿泊数がゼロの月）も申告書の提出が必要

です。
• 申告書は、宿泊施設ごとに作成が必要です。
• 申告納入期限の特例が適用されている場合、１枚の申告書

に３か月分の申告内容を記入してください。
• 特別徴収制度においては、納税義務者が宿泊税相当額を

未払いであっても、課税の対象となる「宿泊」があれば、特別
徴収義務者がその徴収すべき宿泊税相当額を申告納入して
いただくこととなります。
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STEP３ 申告納入 宿泊税月計表

＜記入事項＞
• 宿泊税月計表は、記載事項が同様のものであれば、

任意様式での提出も可能です。
• 納入申告書の内訳を宿泊年月日ごとに記入します。
• 北谷町税分、沖縄県税分を分けずに合計した税率

の区分ごとに記入します。
• 課税対象外（課税免除等）の宿泊数も記入が必

要です。
• 宿泊がない月（宿泊数がゼロの月）は月計表の提

出の必要はありません。
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STEP３ 申告納入 宿泊税納入に関する様式
納入期限までに「宿泊税納入書」により北谷町に納入が必要です。

＜記入事項＞
• 納入対象月の宿泊税額を記

入します。
• 納入申告書の税額と金額が

一致していることを確認してく
ださい。

• 申告区分、納期限（毎月末
日）を忘れずに記入してくださ
い。

• 「金融機関等保管」、「北谷
町保管」、「納入者保管」があ
り、それぞれ記入が必要です。

＜納入方法＞
• 北谷町役場、取扱金融機関

等での窓口納入
• 地方税ポータルシステム

（eLTAX）を利用して電子
申告を行った場合には電子納
付が可能
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STEP３ 申告納入 申告納入期限の特例
特別徴収義務者の申告納入手続の負担を軽減するため、月平均納入金額３０万円以下（年間納入額が３６０

万円以下）、滞納のないことなどの要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受け
ることができます。
この特例を受けると、以下のとおり、３か月分をまとめた年４回の申告納入期限となります。

宿泊のあった月 申告納入期限

３月分、４月分、５月分 ６月末日

６月分、７月分、８月分 ９月末日

９月分、１０月分、11月分 12月末日

12月分、１月分、２月分 3月末日

＜適用開始月の注意点＞

• 承認後、適用開始月（3月、6月、9月、12月のいずれか）を記載した承認通知書を送付します。
• 承認通知書に記載の適用開始月は、上記の表の「宿泊のあった月」を指します。
• 適用開始月以前の申告納入期限は、原則通り宿泊のあった月の翌月末日です。

※ 申告納入期限の特例要件については、「北谷町宿泊税徴収の手引き」をご覧ください。
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STEP３ 申告納入 eLTAX（エルタックス）

＜eLTAX（エルタックス）の概要＞
• eLTAX(エルタックス)とは、「地方税共同機構」が開発・

運営する、地方税における手続きをインターネットを利
用して電子的に行うことができるシステムです。

• eLTAX対応ソフトウェアである「PCdeskNext」を利用
することで電子申告・電子申請が可能となり、申告後に
「PCdesk」(DL版又はWeb版)を利用することで電子
納付が可能となります。

• 具体的な操作方法についてはPCdeskNext特設ペー
ジをご覧ください。

引用｜地方税共同機構 エルタックスHPより

＜eLTAXリンク＞ ※利用時間は８時30分から24時までとなります。

＜eLTAXのホームページ＞ ＜PCdeskNext特設ページ＞ ＜eLTAXのよくある質問＞

https://www.eltax.lta.go.jp/ https://www.eltax.lta.go.jp/news/07816 https://eltax.custhelp.com/
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帳簿等の記載・保存
日々の宿泊税額を適正に把握していただくために、特別徴収義務者は、帳簿の備付けと、その帳簿に記載された取引

等に関して作成した書類を保存する必要があります。

＜帳簿の記載及び保存＞

【記載事項】
宿泊年月日、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数、宿泊税の課税免除と

なる宿泊者数、宿泊料金及び宿泊税額

※上記が網羅されたものであれば、日々作成される業務用帳簿等に代えて頂いても構
いません。例）総勘定元帳、仕分帳、現金出納帳、売掛金元帳、売上帳簿等

【保存期間】
申告納入期限の翌

日から起算して3月を
経過した日から5年間

＜書類の作成及び保存＞

【作成要件】
宿泊に係る売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊料金及び宿泊

税額が記載されているもの
例）売上伝票、契約書、予約表、会計表、領収書、利用明細書 等

【保存期間】
申告納入期限の翌

日から起算して3月を
経過した日から5年間

＜電磁的記録（電子データ）による保存等＞

特別徴収義務が最初の記録段階から一貫して電子計算機（PC等）を使用して帳簿書類を作成する場合で、北
谷町宿泊税条例に定める要件を満たすときは、電磁的記録をもって、帳簿書類の作成、備付け及び保存に代えるこ
とができます。

※帳簿等の保存義務については、条例により罰則が定められています。
帳簿や書類の保存義務に違反した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられることがあります。
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その他 課税免除について

右記施設に通う
児童・学生

幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支
援学校、高等専門学校

引率者

ア
• 学校教育上の観点から生徒等の引率を行う学校関係者
• 部活動等の活動にあたり、指導やサポートを行う監督、コーチ等

イ
• 引率を行う関係者
• クラブチーム等の活動にあたり、指導やサポートを行う監督、コーチ等

【ア、イの対象者】

以下のいずれかに該当する宿泊には課税しません。
ア 学校の教育活動に伴う宿泊
イ スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊
ウ 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊

【ウの対象者】

外国大使等 ウ

• ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を免除します。
• 課税が免除される施設

消費税が免除される施設として国税庁長官の指定を受けた宿泊施設
• 課税が免除される外国大使等

消費税を免除される者として外務省大臣官房儀典官からその証明書となる免税カードの交付を受けた者
【課税免除の手続き】
• 外国大使等より、宿泊に際し、消費税の免除のための「消費税免除カード」の提示及び「外国公館等用

免税購入表」の提出を受けてください。
• 消費税が免除となる場合についてのみ、宿泊税も課税免除となります。
※具体的な取扱い等については、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いに
ついて」（消費税法基本通達）に準じます。
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学校が行う教育活動で宿泊を伴うもの

授業

学校行事
（特別活動）

課外活動

・高等学校（中等教育学校の後期を含む。）
の通信制課程の面接指導（スクリーニング）

・修学旅行、林間学校、臨海学校
・その他これらに相当する学校行事
（リーダー研修や自然教室等を想定）

・部活動（例:野球部、吹奏楽部等の活動）
・部活動以外による学校代表としての大会
参加（例:弁論大会、簿記大会 等）

学校以外の団体が行う教育的意義を持つ活動で宿泊を伴うもの

地域クラブ等の活動

次の団体の主催する大会への参加

① 地方公共団体
② 日本スポーツ協会及び当該協会に直接又は間接に加入してい
る団体
③ 中学校体育連盟
④ 公益法人等（※）及びこれらの法人に直接に加入している人
格のない社団等（スポーツに係る活動を行っている団体を除く。）

※公益法人等：公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人
（非営利型法人に限る。）、一般財団法人（非営利型法人に
限る。）、ＮＰＯ法人

ア 学校の教育活動に伴う宿泊 イ スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊

その他 課税免除について
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その他 課税免除に関する手続きの流れ

ア 学校の教育活動に伴う宿泊 イ スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊

○課税免除に関して、アについては「学校の教育活動であることの証明書（学校用）」、イについて
は「日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書（地域クラブ
等）」及び「宿泊税課税免除申請に係る大会通知書」を宿泊者から受領することが必要です。
○宿泊施設側で、大会の主催団体などの課税免除の要件を確認する必要はありません。課税免除の判
断は、証明書及び通知書の有無で行ってください。
〇当該証明書等は、納入申告の際の提出は不要ですが、宿泊施設において５年間保存をお願いします。
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その他 ア 学校教育活動に伴う宿泊の場合
あらかじめ規定した課税免除対象者を免除する場合、学校などから所定の書類提出を受けてください。

書類の提出

• 宿泊日、活動の種類、宿泊施設名称、課税免除となる宿泊
人数などを記入し、学校長が作成します。

• この証明書は、特別徴収義務者において宿泊税の帳簿ととも
に保存してください。

※宿泊税の調査を実施する際に保存等の状況について確認を行
う場合があります。

提出書類
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その他 イ スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊の場合
あらかじめ規定した課税免除対象者を免除する場合、学校などから所定の書類提出を受けてください。

提出書類（2種）書類の提出

• 宿泊日、大会名、大会
の主催団体、課税免
除の宿泊人数などを記
入し、地域クラブ等の代
表者が作成します。

• この証明書は、特別徴
収義務者において宿泊
税の帳簿とともに保存し
てください。

※宿泊税の調査を実施す
る際に保存等の状況につい
て確認を行う場合がありま
す。
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その他 領収書等への宿泊税額の表示
領収書等に宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。
税の名称表示は、日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。

＜例1｜客室料金に宿泊税を含めない場合＞ ＜例2｜客率料金に宿泊税を含める場合＞

●●年●●月●●日
沖縄県北谷町●●●

●●ホテル

●●年●●月●●日
沖縄県北谷町●●●

●●ホテル

●●年●●月●●日
沖縄県北谷町●●●

●●ホテル

※宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となる場合がありますの
でご注意ください。消費税の詳しい取り扱いは税務署までお問い合わせください。
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その他 北谷町宿泊税特別徴収事務報償金（交付金）について
特別徴収義務者の負担軽減を図ることを目的に、納期限までに申告納入された宿泊税の一定割合を特別徴収義務
者報償金として交付します。

＜交付対象＞

• 北谷町で登録されている宿泊税の特別徴収義務者

＜算定期間＞

• 前年度の4月～3月申告納入分

＜交付の基準及び交付額＞

• 算定期間において、申告納入期限までに申告納入された金額の合計額に2.5％（施行当初から5年間は
3.0％）を乗じて得た額。

• 1円未満切り捨て ※施設ごとに算定

＜交付の手続き＞

• 交付請求手続きは不要です。
• 算定期間内の納期内納入額を基準として毎年８月末頃（予定）に交付します。
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ポスター・チラシ等の作成
北谷町にてポスター及びチラシ等を作成し、北谷町宿泊税制度の周

知・広報を実施します。
町内にある宿泊施設でのポスター掲示、チラシ等をご活用いただき周

知のご協力宜しくお願い致します。

北谷町宿泊税ホームページ
https://www.chatan.jp/smph/seikatsuguide/zeikin/oshir
ase/syukuhakuzei.html

沖縄県宿泊税ホームページ
https://www.pref.okinawa.jp/kurashikankyo/zeikin/1003
660/1036559/1036550.html

その他 宿泊税の周知・広報について

https://www.chatan.jp/smph/seikatsuguide/zeikin/oshirase/syukuhakuzei.html
https://www.pref.okinawa.jp/kurashikankyo/zeikin/1003660/1036559/1036550.html


ご清聴
ありがとうございました！

お問い合わせ
北谷町税務課納税係
担当：津嘉山、山内
TEL：098-936-1234（内線1630）


